
 

収集計画の見直しについて 

 

 1. 新箕面市アウトソーシング計画の見直しについて　　　　　　　　　　　　 

(1) 新箕面市アウトソーシング計画におけるごみ収集業務委託化の概要 

　「箕面市新改革プラン」(R3.2 策定)の改革の柱として同年8月に新箕面市アウトソーシン

グ計画（以下「新MOS計画」）を策定。ごみ収集分野では、燃えるごみ、し尿、ペットボトル、

公園ごみ、大型ごみ、燃えないごみ、臨時収集の全てのごみ収集について民間委託化する方

針としました。 

【これまでの委託化と予定】 

①令和4年度に燃えるごみ収集を100%委託化(実施済み) 

②令和7年度から、し尿収集及びペットボトル収集(拠点回収)を委託化(実施済み) 

③令和9年度にペットボトル(戸別収集)、大型・不燃ごみ及び公園ごみの収集を委託化 

④令和13年度から臨時収集を委託化 

 

新箕面市アウトソーシング計画の委託化(委託率) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　　※ペットボトル(拠点回収)の 15%は減容業務委託 

　　※網掛け部分については、委託化完了及び委託化の継続 

 

(2) 見直しの背景 

廃棄物収集事業を取り巻く環境の変化、他市町での民間事業者の廃業や人件費・燃料費の

高騰、能登半島地震をはじめとする災害時対応の懸念等、市内事業者の状況が変化し、令和

6年度に箕面市環境事業有限責任事業組合より委託化の再検証を求める要望書の提出があり、

また、同組合の要望を受け市議会5会派連名で、委託化の再検証及び段ボール収集等の新た

なニーズへの対応について、要望書が提出されました。 

　市内ごみ収集事業者を取り巻く環境の変化や、段ボール・リチウム蓄電池の収集に対する

市民ニーズの増加を背景に、持続可能なごみ収集体制を再構築するため、新MOS計画の見直

しを方針決定しました。委託化方針の見直しに伴い、必要な職員の採用、収集車両の更新、

収集体制の再構築を進めていきます。  

 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9

 燃えるごみ収集 75% 88% ●

 大型・不燃ごみ収集 → → → → → → → ●

 ペットボトル（戸別収集） → → → → → → → ●

 ペットボトル（拠点回収） → → → 15% → ●

 臨時収集 → → → → → → → →

 し尿収集 → → → → → ●

 公園ごみの収集 → → → → → → → ●

 堆肥製造販売業務 → → ×

報告1

●：100％委託化、×：業務終了



 

 2. 新たな方針とごみ収集体制の構築について　　　　　　　　　　　　　　　 

(1) 新たな方針 

　官民バランスの維持とともに官民一体の持続可能な収集体制を構築し、市として災害対応

に必要な人員を確保し、新たな収集ニーズに対応するため、ごみ収集業務委託化の方針を下

記のとおり見直します。 

(2) 必要な人員、車両の確保等 

①収集体制の見直しに伴い、新たな収集体制構築に向け、令和7年 10月に職員採用試験を実

施。これにより、平成30年の大阪北部地震の際に災害ごみ収集に従事した人員数を確保し

ます。 

②令和7年第2回市議会定例会にごみ収集車両更新の補正予算を提出(可決)、計画的な車両

更新を再開します。 

③段ボール等、リチウム蓄電池の収集開始に伴い、処理施設(環境クリーンセンター)の改修

についても検討を進めています。 

 

 3. 新たな収集ニーズへの対応について　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

(1) 新たな分別収集(段ボール等の古紙類及びリチウムイオン蓄電池)の実施 

　現在、地域の集団回収における新聞・雑誌の回収量は減少しているものの、インターネッ

ト販売の普及拡大や生活スタイルの変化などにより、段ボールの需要が高まっていることか

ら、排出量も増加しています。（※市内回収量実績：H30から R6で 22%増加) 

　近年は、市民から、市による段ボール収集を求める意見が多く、ニーズが高いことから、

段ボール等の排出困難性の解消により資源化への誘導を促進し、ごみの減量及びさらなる資

源化を図るため、令和9年4月から市による段ボール等の古紙類の戸別収集を開始します。

市内全域での実施に先立ち、段ボール等の古紙類の戸別収集における課題を把握するため、

令和8年度に一部地域でモデル収集を実施します。 

　また、リチウム蓄電池による火災が相次いでいるため、令和9年度から、新たにリチウム

イオン蓄電池やバッテリー内蔵商品を危険ごみとして分別収集することとします。　 

【基本方針】 

地域の再生資源物集団回収実施団体に対し、昭和56年 10月から報償金交付制度を設けて

いること及び報償金が地域活動に活用されている現状をふまえ、市の収集と地域団体による

集団回収制度は併存(収集形態維持)します。自治会等の地域団体による集団回収もこれまで

どおり実施し、できるだけ集団回収にご協力いただくよう周知します。また、令和8年度モ

デル収集により、集団回収への影響を確認し、課題把握及び必要な対応を検討します。  

 ごみの種別 委託 一部直営 直営 備考

 燃えるごみ ○ R9から10％程度を直営

 大型・不燃ごみ、臨時収集 ○

 ペットボトル、し尿、公園ごみ ○ R7～R9で委託化

 段ボール・新聞等 ○ R8モデル、R9本格実施

 リチウム蓄電池等(分別収集) ○ R9実施



【モデル収集地域の選定】 

　実施地域は、集団回収実施団体に行ったアンケート結果や世帯数、市内全体の地域バラン

スを総合的に判断して選定。市内6地域、約5,000世帯を対象に実施します。 

【広報周知等の主な経過】 

令和 7年 6月　 市による戸別収集の実施及び令和8年度モデル収集区域の選定可否等につ

いての集団回収団体へのアンケート調査を実施。 

令和7年 12月　モデル地域内の集団回収実施団体や自治会に個別説明。 

令和8年 1月　 市広報誌、ＨＰ等で広報周知、モデル地域の全戸にチラシを配付。 

 

【参考：全戸配布チラシ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


